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７ 合併をする場合 

ＮＰＯ法人は、社員総会の決議により、他のＮＰＯ法人と合併することができます(法 33)。 

ＮＰＯ法人が合併する場合は、合併後のＮＰＯ法人の事務所が所在する所轄庁の認証を受けな

ければなりません。 

大阪市長の認証を受けるときは、合併により設立する又は合併により存続するＮＰＯ法人の全

ての事務所が大阪市内にある場合に限られます。合併の認証に伴う手続については、原則として

設立認証手続に準じて行います。 

なお、認定、特例認定ＮＰＯ法人と合併する場合は「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）認定・特

例認定の手引」を参照してください。 

 

〔手続の流れ〕 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪市】 

申請のあった旨並びに申請のあった年月日・受理した年月日及び申請関係書類を大阪市

ホームページにおいて認証・不認証の決定までの間公表するとともに、申請関係書類

は、大阪市において２週間の縦覧を行います。 

原則として、申請書受理後２か月と２週間以内に認証・不認証の決定を行います。 

 

 

 

【大阪市】   【ＮＰＯ法人】 

 

 

 

【ＮＰＯ法人】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法務局】       【大阪市】  

合併認証申請 

合併前の各ＮＰＯ法人の社員総会決議 

原則として、債権者に対し、これを弁済する

か、若しくは相当の担保を供する又は弁済を

目的として信託会社等に財産を信託しなけれ

ばなりません。 

財産目録及び貸借対照表 

の備え置き 

 

合併認証決定 公告 

合併の登記 

なし 

登記完了届 

異議の申立 

認証の通知があった日から２週間以内に、債権者が異議を申し
立てる期間（２か月以上）の公告等をすることが必要です。 

認証の通知があった日から、２週間以内に作成し、債
権者の異議申し立て期間満了まで備え置きます。 

あり 
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合併認証申請書【第15号様式 】（市細則で定めた様式です。様式どおり作成してください。） 

 

特定非営利活動法人合併認証申請書 

年  月  日 

大阪市長  様 

申請者 合併の認証を受けようとする 

特定非営利活動法人の名称 

ふ   り   が   な 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所の所在地 

 

合併の認証を受けようとする 

特定非営利活動法人の名称 

ふ   り   が   な 

代 表 者 の 氏 名 

主たる事務所の所在地 

特定非営利活動法人の合併の認証を受けたいので、特定非営利活動促進法 

第34条第４項の規定により、次のとおり申請します。 

合 併 後 存 続 し 、 

又 は 合 併 に よ り 

設 立 す る 特 定 非 

営 利 活 動 法 人 に 

係 る 事 項 

名 称  

代 表 者 の 氏 名  

主 た る 事 務 所 の 所 在 地  

そ の 他 の 事 務 所 の 所 在 地  

定 款 に 記 載 さ れ た 目 的 
 

添 付 書 類 

 

１  合 併 の 議 決 を し た 社 員 総 会 の 議 事 録 の 謄 本  

（ 次 の 書 類 は 、 合 併 後 存 続 し 、 又 は 合 併 に よ り 設 立 す る 特 定 非 営 利 活

動 法 人 に 係 る も の を 添 付 す る こ と ）  

２  定 款 （ 正 副 各 １ 部 ）  

３  役 員 名 簿 （ 役 員 の 氏 名 及 び 住 所 又 は 居 所 並 び に 各 役 員 に つ い て の 報

酬 の 有 無 を 記 載 し た 名 簿 （ 正 副 各 １ 部 ）  

４  各 役 員 が 法 第 2 0条 各 号 に 該 当 し な い こ と 及 び 法 第 2 1条 の 規 定 に 違

反 し な い こ と を 誓 約 し 、 並 び に 就 任 を 承 諾 す る 書 面 の 謄 本  

５  各 役 員 の 住 所 又 は 居 所 を 証 す る 書 面  

６  社 員 の う ち 10人 以 上 の 者 の 氏 名 （ 法 人 に あ っ て は 、 そ の 名 称 及 び 代 表

者 の 氏 名 ） 及 び 住 所 又 は 居 所 を 記 載 し た 書 面  

７  法 第 ２ 条 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 法 第 12条 第 １ 項 第 ３ 号 に 該 当 す る こ と を 確

認 し た こ と を 示 す 書 面  

８  合 併 趣 旨 書 （ 正 副 各 １ 部 ）  

９  合 併 当 初 の 事 業 年 度 及 び 翌 事 業 年 度 の 事 業 計 画 書 （ 正 副 各 １ 部 ）  

10 合 併 当 初 の 事 業 年 度 及 び 翌 事 業 年 度 の 活 動 予 算 書 （ 正 副 各 １ 部 ）  

（ 備 考 ）  法 と は 、 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 を い う 。  

【 注意事項 】 

① 添付書類のうち、「合併の議決をした社員総会の議事録の謄本」は、合併前の各ＮＰＯ法人 
に関するものとなります。それ以外の書類は、合併後のＮＰＯ法人に関する書類となります。 

② その他、添付書類等については「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）設立の手引」を参照し 
てください。 

合併する前の法人
の連名で申請して
ください。 

定款の目的（定款例では第3 条）を省

略せずに全文記載してください。 

１部提出 

郵送の場合は投函日、持

参の場合は持参日を記入 


